
君津市条例第  号 

   君津市個人情報の保護に関する法律施行条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令（平成 

１５年政令第５０７号）で使用する用語の例による。 

（個人情報取扱事務の届出） 

第３条 実施機関（市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資

産評価審査委員会及び消防長をいう。以下同じ。）は、個人情報を取り扱う事務のうち規

則で定めるもの（以下この条において「個人情報取扱事務」という。）を開始しようとす

るときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事

項を変更しようとするときも同様とする。 

(1) 個人情報取扱事務の名称 

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称 

(3) 個人情報取扱事務の利用目的 

(4) 個人情報の記録項目及び対象者の範囲 

(5) 個人情報の収集方法 

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

(7) 個人情報を当該機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 

(8) 個人情報管理責任者 

(9) 個人情報の電子計算機処理の有無 

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項 

２ 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞な

く、その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の利用に

供するものとする。 



（開示請求の手続） 

第４条 開示請求書には、法第７７条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項

を記載するものとする。 

（開示決定等の期限に関する特例） 

第５条 市の機関が開示決定等をする場合における法第８３条第１項の規定の適用につい

ては、同項中「３０日」とあるのは「１４日」とし、法第８４条の適用については、同

条中「６０日以内」とあるのは「４４日以内」とし、「同条第１項」とあるのは「君津市

個人情報の保護に関する法律施行条例（令和〇年君津市条例第〇号）第６条の規定によ

り読み替えて適用される前条第１項」とする。 

（開示請求に係る手数料） 

第６条 法第８７条の規定により保有個人情報の開示を写しの交付により行うときは、写

し１枚につき１０円(多色刷のものにあっては、５０円)の手数料を徴収する。 

２ 手数料は、写しの交付を行う際に徴収する。 

３ 市長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、その手数料を免除する

ことができる。 

４ 既に納付した手数料は、還付しない。 

（訂正請求の手続） 

第７条 訂正請求書には、法第９１条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項

を記載するものとする。 

（利用停止請求の手続） 

第８条 利用停止請求書には、法第９９条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定める

事項を記載するものとする。 

 （君津市情報公開・個人情報保護審査会への諮問） 

第９条 実施機関は、法第３章第３節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情

報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であ

ると認めたときは、君津市情報公開・個人情報保護審査会条例（令和○年君津市条例第

○号）第◯条に規定する君津市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。 

 （運用状況の公表） 

第１０条 市長は、毎年１回、実施機関が行った個人情報保護制度の運用状況を取りまと

め、これを公表するものとする。 



 （委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （君津市個人情報保護条例の廃止） 

２ 君津市個人情報保護条例（平成９年条例第３号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ 前項の条例（以下「旧条例」という。）第３条第２項及び第１２条第３項の規定による

その業務に関して知り得た旧条例第２条第１号に規定する個人情報の内容をみだりに他

人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、なお従前の例によ

る。 

４ 施行日前に旧条例第１３条、第１９条又は第２２条の規定による請求がされた場合に

おける旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前

の例による。 

５ 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 


